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いつも JAPA メールマガジンをご愛読頂きありがとうございます。 

 今号は以下の内容でお送りいたします。 

 

★━━INDEX━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ 

 

 [1]【三役コラム】特定操縦技能審査への対応について 

[2]【新発売】JAPA SHOP よりご案内 

[3]【お知らせ】協会事務局の在宅勤務体制の継続について 

[4]【お知らせ】セミナー・イベント 

[5]【お知らせ】航空会社等 採用情報掲載 

[6]【ご案内】公益社団法人 日本航空機操縦士協会 ご入会について 

 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 [1]【三役コラム】特定操縦技能審査への対応について 

  副会長 吉田 徹 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 新型コロナウィルスの脅威回避のため、皆様ご承知の様に種々の対策が 

発出されています。協会が主催する特定操縦技能審査と対応した航空安全 

 講習会も 3 月以降の開催予定は中止若しくは延期せざるを得ない状況で受 

 講希望されていた皆様方にはお詫び申し上げます。 

 特定操縦技能審査に関しましては、ご承知の様に通達で「特定操縦技能審 

 査実施要領」に基づき「特定操縦技能実施細則」が定められ、この中で口 

 述審査は「特定操縦技能審査口述ガイダンス」に基づき行なわれますが、 

 令和 2 年度の通達では一例として下記のような改正が行われています。 

 今年度、継続審査を予定されている方を始め、審査が翌年度以降の方も改 

 正内容に関しましては下記航空局 HP 及び既に配布されているリーフレット 

等の確認をよろしくお願い致します。 

 

1.「特定操縦技能審査実施要領」（改正国空航第 2985 号令和 2 年 2 月 21 日） 

は申請、審査等を行うための方法等が定められ、講習会受講者への対応が 



改正（最終行）されています。  

 第 3 章特定操縦技能審査 3．3 特定操縦技能審査の実施 

 （4）「自家用操縦士の技量維持方策に係る指針」（国空乗第 2077 号平成 

15 年 3 月 28 日）による安全講習会を受講した者は、受講日から 2 年までの間 

に行われる特定操縦技能審査において、「特定操縦技能審査実施細則」に 

定める口述審査のうち、「最近の変更点」「一般知識」については免除と 

 する。ただし、安全講習会受講後に変更した事項は当該免除の対象外とする。 

 

 併せ本要領には施行期日に関する下記附則が追加されています。 

 附則（令和 2 年 2 月 21 日） 本則は令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

ただし、本則の施行の際、現に認定を受けている操縦技能審査員にあって 

 は、改正後の規定にかかわらず、令和３年３月 31 日以前に特定操縦技能審 

 査の申請があった審査については、なお従前の例によることが出来る。 

 （注）本附則は「現に認定を受けている操縦技能審査員」が対象です。 

 

2.「特定操縦技能実施細則」（国空航第 2985 号令和 2 年 2 月 21 日改正）は審 

 査員の業務における規範が規定されており、今回の改正で上記附則と同様 

の施行日の附則が追記されています。 

 

3.「特定操縦技能審査口述ガイダンス」（国空航第 2985 号 平成 31 年 3 月 29 

日改正）最近の変更点では、既に航空局 HP,リーフレット等で公開、周知さ 

 れています飲酒に関する基準、運輸安全委員会の勧告等、一般知識では区 

 分航空図の判読と AIP 情報、フライトプラン、無人航空機に係る報告制度等 

が前回の改正（平成 29 年 10 月 6 日）に追加されています。 

 

 航空機の運航に当たり、常に最新の情報入手が必要です。定期的に下記 

 「小型航空機の安全情報」「特定操縦技能審査関係」ページをご確認頂き、 

 情報入手の継続を宜しくお願い致します。 

 国土交通省航空局    http://www.mlit.go.jp/koku/index.html         

 ＞小型航空機の安全情報 http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000061.html 

＞特定操縦技能審査関係 http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000178.html  

 

 

 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 [2]【新発売】JAPA SHOP よりご案内 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



 

区分航空図 JAPA-507（奄美・沖縄）第 3 版 

 首都圏詳細航空図 JAPA-103 第 3 版 

 

ご注文については以下 JAPA SHOP をご覧ください。 

https://www.japa.or.jp/japa-shop 

 

 

 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 [3]【お知らせ】協会事務局の在宅勤務体制の継続について 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言が解除されていないことから、 

 当協会事務局の在宅勤務は延長することとし、電話応対は以下の期間 

 以外は休止させて頂きます。 

 

 ＜出勤日＞ 

  日付：5/19、5/21、5/26、5/28  

  時間：10：00-16：00 

 

お問い合わせ等は極力（e-mail japa@japa.or.jp）宛にお送りい 

 ただくようお願い申し上げます。 

 皆様にはご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほど宜しく 

 お願い致します。 

 

 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 [4]【お知らせ】セミナー・イベント 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

新型コロナウィルスの影響により現在開催予定のセミナー・イベント 

 はございません。 

 

 今後のセミナー・イベント情報に関しましては随時ホームページ及び 

 メールマガジン等でご案内致しますので、少々お待ちくださいますよう 

 お願い申し上げます。 



 

https://www.japa.or.jp/wp-content/uploads/2020/04/japa20200402.pdf 

 

 

 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 [5]【お知らせ】航空会社等 採用情報掲載 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 JAPA ではホームページにて航空会社等の採用情報を一部掲載 

しております。 

 掲載情報はホームページ TOP の NEW をご覧ください。 

https://www.japa.or.jp/ 

 

 

 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 [6]【ご案内】公益社団法人 日本航空機操縦士協会 ご入会について 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 JAPA では会員を募集しております。 

ご入会いただけますと、AIM JAPAN の配布の他、団体割引を適用した、 

JAPA 団体保険（ロスオブライセンス）へのご加入も可能ですので、 

ぜひご検討ください。 

 詳細は以下ホームページより、ご覧ください。 

 皆様のご入会を心よりお待ちしております。 

https://www.japa.or.jp/member.japa.or.jp/member 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

 

★次回の配信は 6 月初旬を予定しております★ 

 

 JAPA メールマガジンの配信先変更方法及び配信停止方法 

については以下、ご参照の上、お手続きください。 

https://www.japa.or.jp/mail-magazine 

 

 ----------------------------------------------- 
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